
児童虐待相談受付件数・相談対応件数（速報値） 

相談受付件数 相談対応件数 

中央区役所 70 70 

東区役所 53 53 

西区役所 55 55 

南区役所 33 33 

北区役所 58 58 

合 計 269 269 

※平成２６年度福祉行政報告例（速報値）による。 

平成２６年度 要保護児童等の状況 



 児童虐待相談受付件数の推移 
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※平成２６年度は福祉行政報告例（速報値）による。平成２２年度までは市独自統計により不明を含む。 



主な虐待の相談種別 

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 ネグレクト 合計 

中央区 20 0 29 21 70 

東区 20 0 19 14 53 

西区 10 0 7 38 55 

南区 18 0 9 6 33 

北区 25 0 17 16 58 

合計 93 0 81 95 269 

児童虐待相談対応件数を虐待種別ごとに分類したもの 

※平成２６年度福祉行政報告例（速報値）による。 
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主な虐待の相談対応件数種別の推移 
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※平成２２年度以降は福祉行政報告例による（平成２６年度は速報値）。平成２１年度までは市独自統計による。 

188 



主な虐待者の割合 
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実母以外の母親,
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2.2%

実母, 76.6%

実父 実父以外の 

父親 
実母 実母以外の 

母親 
その他 合計 

中央区 19 1 45 0 5 70 

東区 4 2 43 2 2 53 

西区 5 0 50 0 0 55 

南区 3 0 30 0 0 33 

北区 15 3 38 0 2 58 

合計 46 6 206 2 9 269 

児童虐待相談対応件数を主な虐待者ごとに分類したもの 

※平成２６年度福祉行政報告例（速報値）による。 



主な虐待者の推移 
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※平成２２年度以降は福祉行政報告例（平成２６年度は速報値）による。平成２１年度までは市独自統計による。 

188 



平成２６年度 その他の養護相談受付件数（速報値） 

※平成２６年度福祉行政報告例（速報値）による。 

相談受付件数 相談対応件数 

中央区役所 68 68 

東区役所 30 30 

西区役所 27 27 

南区役所 55 55 

北区役所 29 29 

計 209 209 

○父又は母等保護者の家出・失踪、死亡、離婚、入院、稼動及び服役等による養育困難児、迷子、親権を喪失した 
  親の子、後見人を持たぬ児童等児童虐待相談以外の環境的問題を有する児童、養子縁組に関する相談をいう。 
                                                        （福祉行政報告例記入要領）   



その他の養護相談受付件数の推移 
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※平成２６年度は福祉行政報告例（速報値）による。 



 
区役所別特定妊婦の受理件数 

 
 

 
件数 

中央区役所 ６ 

東区役所 ５ 

西区役所 ６ 

南区役所 １ 

北区役所 ６ 

  合計 ２４ 

平成２６年度 特定妊婦の状況 



特定妊婦の年齢別件数の推移 
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特定妊婦が抱える問題 
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※特定妊婦 リスクアセスメントシートをもとに分類したもの。 
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区役所別実支援ケース数 

要保護児童 要支援児童 特定妊婦 合計 

中央区 59 44 0 103 

東区 60 30 2 92 

西区 53 25 2 80 

南区 33 33 0 66 

北区 85 2 0 87 

合計 290 134 4 428 

※平成27年4月１日現在の数値。 

各区における支援の状況 


